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議            長  日程第１「一般質問」を行います。 

 昨日に引き続き、一般質問を通告順に行います。受付番号第９号、平野由里

子君の一般質問を許します。登壇願います。 

１ 番 平  野  おはようございます。議長よりお許しいただきましたので質問させていただ 

きます。受付番号第９号、質問議員、第１番 平野由里子。件名、地方創生拠

点整備事業（町民文化センター等のリノベーション）について。 

要旨、建設されて35年、老朽化が悩みだった町民文化センターにスポーツク

ライミングウォールを設置し、それに伴う関連設備や公民館のリノベーション

も可能となり、大ホールも再び利用可能となるその発案は大変よいと思います。

しかし、総花的にあらゆる機能を押し込んだ結果、文化的な機能が縮小される

懸念があります。また、収益性を優先させることで図書館や公民館の本質的な

存在意義を見失いかねないと感じますので、次のことについてお伺いします。 

 （１）図書館法の図書館に格上げするお考えは。 

 （２）しっかりした書庫を整備するお考えは。 

 （３）費用対効果は施設単体で見るのではなく、長い目で町全体の活性化の

視点で考えるべきでは。 

 以上、よろしくお願いします。 

教 育 長                  おはようございます。本日についてもよろしくお願いいたします。それでは、 

ただいまの平野議員の御質問に順次お答えいたします。 

 まず１点目の御質問でございます。公立図書館とは当該図書館を設置する地

方公共団体の条例で定めているものです。松田町図書館は図書館の設置条例が

ないため、法的には公民館施設内の図書室という定義になります。御質問の図

書館法に基づく図書館に格上げした場合、利用者にとりましては著作権法第31

条に規定される調査研究目的で著作物の一部が複写することができるメリット

もあります。また、施設管理者にとりましては施設建設などを行う際に国庫補

助が受けられるメリットもございます。これらは今後図書館単体として建設す

る機会が生じた際などに、図書館法による図書館に格上げすることで建設経費

の補助を受ける手法として検討できると考えられます。 

 ただし、現状の松田町図書館では図書館法第３条に掲げる図書館サービスの
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実施に努める事項等に十分満たしていない課題があります。具体的には、同条

の第１項に掲げる郷土資料、地方行政資料、美術品、レコード、フィルムの収

集にも十分に配慮した図書、記録、あるいは視聴覚教育の資料等を収集するこ

とや、第５項に掲げる分館、閲覧所等を設置し、及び自動車文庫、貸出文庫の

巡回を行うことなどの実施に努めることなどの課題がございます。 

 このように、図書館法に格上げするためには図書資料を充実させることで生

じるスペースの確保や巡回などに対応できる職員の確保など、さまざまな課題

があると考えます。このため、図書館法に基づく図書館として単に格上げする

ことは可能ではありますが、当町では新たに施設建設をするなどの具体的な計

画は現在ないため、今後図書館法に基づく図書館の調査など、他市町の状況等

も踏まえ、より具体的に研究・調査をする中で検討していきたいと考えており

ます。 

 次に、２点目の図書館の書庫整備に関しての御質問にお答えします。これま

での議会での説明で御承知のことと存じますが、昨年度に創設された地方創生

拠点整備交付金として、松田町民文化センターのリノベーション事業が採択さ

れました。この事業は、施設の老朽化が著しく、施設使用に不便を来している

ことから、利用者が落ち込んでいる状況を打開し、町へ新たなにぎわいを呼び

込む広域的な拠点として再生する目的のために、国に事業計画（県西地域活性

化プロジェクト推進事業）を申請し、採択を受けたもので、今年度に複合施設

として整備を進めてまいります。 

 この文化センター及び町立公民館のリノベーション事業では、図書館の蔵書

を保管する２階書庫、３階カフェテリア横の倉庫が新たな用途として活用する

計画があります。ここに図書を保管しているのは、１階の図書館を利用しやす

いように図書の整理や机の配置を変えた際に、保管できなくなった図書や資料

などが主なものです。具体的には、２階書庫には一般書、文庫、新書版、全集

などを収納しています。３階の倉庫には、絵本、紙芝居、児童書、郷土資料な

どを一部収納しています。 

 この件につきましては、かねてから図書館のあり方や蔵書数について考える

必要がありましたので、今回複合施設としてリニューアルを行う機会に、まず
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はこのまま蔵書数を維持するのか、目的に合った蔵書数とするのかなどを明確

にし、総合的な判断を行いたいと考えております。このため、リノベーション

に伴う協議会を設置する予定でありますので、その中で施設整備の方向を確認

しながら、これからの図書館のあり方、書庫の確保等もあわせて検討していき

たいと考えております。なお、今年度から子供たちに読書の機会をより多く提

供するため、学校、幼稚園などに図書の団体貸出を実施しています。今後とも

より多くの町民の皆様に図書館に足を運んでいただくようにするための工夫・

改善にも引き続き取り組んでいきたいと考えております。 

 このように、町の財産である図書の有効的な活用につなげていき、図書の存

在価値を高めていくとともに、町の厳しい財政状況のもとですので、今後はよ

り効果的・効率的な図書購入や資料収集などの事業計画を定めていきたいと、

あわせて考えているところです。 

 次に３点目の費用対効果は施設単体で見るのではなく、長い目で町全体の活

性化の視点で考えるべきとの御質問に対しましてのお答えをします。平成25年

２月、松田町民文化センターのあり方検討会から町に報告された「松田町民文

化センターの今後のあり方について」では、今後の存続を思慮するに、小規模

工事については５年後を目途に、また大規模改修については10年から13年を目

途に計画的な改修、手入れをする必要がある。空調設備や音響・照明設備等に

ついては耐用年数を超え、老朽化が著しい状況であり、計画的な更新が望まれ

るとありました。先ほど説明しましたとおり、リノベーション事業は、老朽化

が著しく、利用者が落ち込んでいる状況を打開し、町へ新たなにぎわいを呼び

込む広域的な拠点として再生する目的のために、国に事業計画を申請し、採択

を受けたもので、今年度に複合施設として整備を進めていくものです。 

 このような中で、リノベーションを実施する文化センターを初め、公民館や

図書館は生涯学習社会の実現を目指した施設として、住民に対する学習機会や

交流の場の提供、健康の増進、情操の純化を図り、生活文化の振興や活性化、

社会福祉の増進に寄与することが求められております。そのためには個人の自

立に向けた学習のニーズやきずなづくり、地域づくりを担う中心的な拠点でな

ければならないと考えています。よって、御提案のとおり、施設単体としての
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費用対効果だけを考えるのではなく、長い目で幅広く町の活性化を図る視点も

考慮した上で、生涯学習施設として機能の充実を図ることは望ましいと考えま

す。 

 そんな中、当町のように財政規模が小さい自治体において、今のままでは町

の文化の拠点としては衰退する一方でありますので、もっともっと先を見た、

未来へ向けた対応策として今年度実施する、いわゆる生涯学習施設としてのリ

ニューアルを行うものです。追加機能として整備するのは、スポーツと国際交

流機能です。特にスポーツではクライミングウォールを県内公共施設では初め

て屋内に設置いたします。また、東京オリンピック2020に向けたインバウンド

に対応をする国際交流拠点を構築します。神奈川県の未病改善の取り組みとも

連動した広域的な複合拠点により、町へにぎわいを取り戻すだけでなく、県西

地域全体での活性化を目指してまいります。町民の皆さんにとっては施設での

既存の活用方法のほか、スポーツクライミング教室など、新たな学習機会の提

供ができることであり、そこから生まれる新たな学習ニーズ、地域づくりにも

発展できると期待するところであります。 

 いずれにしましても、子供から高齢者まで、幅広い年代の町民の皆様に数多

く学習機会が提供できるよう展開してまいりますので、今後とも御理解、御協

力をお願いいたします。以上です。 

１ 番 平  野  お答えありがとうございます。重立った部分はお聞きできたのかなと思いま 

すが、少し補足で質問させていただきます。 

 まず、２月の全協だったかで…２月じゃない、12月かな。説明があったこの

件に関してなんですが、こちら側からも質問をさせていただいて、そのときた

しか田代議員が、これまでの文化センター機能には支障がないかという質問を

されて、質問、支障がないとお答えがあって、それから私も続いて図書館への

影響はないかという質問をさせていただいて、そのときも影響がないというふ

うなお答えがありました。それは、でも、今回出てきている具体的なものでは、

そのときも文字では書いてありましたが、２階書庫を廃し、未病コーナーにす

るというような、パワーリフティングをつくるとか、あと３階にも別のちゃん

と用途が決まっているというようなことがだんだん出てきまして、書庫の行く
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先がないままそういった話が進んでいるということで、非常に危機感を覚えて

おります。 

 まず、図書館の影響がないと言ったはずなのに、こういうふうなことになる

というのは矛盾があるのではないかなと思いまして、もしかしたら書庫の部分

を意識から滑落しているのではないかというようなところが非常に危惧してお

ります。図書館は開架部分、プラス、ふだんは表に見えていない書庫という部

分も含めての図書館であって、松田の図書館がいろんなところに、県とかいろ

いろなところにデータとして蔵書数などを言うときも全部含めてのものになっ 

ていると思うんですが、そのあたりの御理解はどうなっておりますか、ちょっと 

確認をしたいんですが、よろしくお願いします。 

教 育 課 長                  ただいまの平野議員の質問にお答えいたします。確かに文化センターのリノ 

ベーションということで書庫のものがどうするかということはありますが、こ

れにつきましては蔵書数の考え方もございますが、今後協議会というものを設

立する予定でございます。こういった中で町の考え方とか教育委員会が所管し

ますので、教育委員会の管理の考え方、そういったものを協議会の中であわせ

て協議しまして、図書のあり方を考えていきたいと思っております。以上です。 

１ 番 平  野  今、私が聞いているのは、多分そのときお答えがあったのは政策側からだっ 

たと思うんです。この図書館の影響がないというふうな答えの中に、書庫とい

う意識が滑落していたんではないかということなんですが、そこをちょっと確

認させてください。 

参事兼政策推進課長  書庫という…滑落ということではなくて、御質問がたしか図書館機能に影響 

はないかというお話だったので、図書館そのものはいじらないという意味でお

答えしたと思います。 

１ 番 平  野  図書館そのものの中にそもそも書庫の蔵書は含まれております。そこをちょ 

っと認識がどうだったかなということを聞いております。 

参事兼政策推進課長  今、先ほどもお答えしましたように、図書館そのものには…ですから、ちょ 

っと書庫をどうするかということまではちょっと気にはしておりませんでした。

申しわけないですね。 

１ 番 平  野  恐らく政策課長だけではなくて、多くの方にとってやはり書庫というのはふ 
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だん目に見えていない存在だということもありまして、意識、本当に薄いんで

はないかというふうに私もちょっと感じているところです。今回、図書館のほ

うもいろいろ危機感を抱いたようで、その書庫ツアーなんていうのも４月、５

月やってくれたんですが、何人かずつ、多いときには20人ぐらい集まったって

聞いていますけれども、見せていただきましたが、やはり実際の書庫の現状と

いうのはちょっと本当に貧しいもので、まず本当に書庫も…何ていうか、もと

もと書庫も、何ていうかな、継ぎはぎでふえてきたというような、そういう性

格です。 

 もともとは35年前できたとき、今の開架部分しかなくて、そして２万7,000

冊でスタートしたというふうに聞いておりますけれども、その後どんどんふえ

ていって、しまい場所がないということで、どんどん継ぎはぎのように書庫が、

元会議室だったところとか、もう元物置だったところとか、それが今の２階、

３階の書庫というふうになっていって。本当に、だから書庫と呼べるものでは

もともとないという、そういう意識…そういうものもあります。加えて、やは

りそういう状態なので、今回その書庫ツアーをやるまでは、本当に人目に触れ

ない隠れた存在だったというところがあります。ただ、検索をすれば出てくる、

検索でその書庫の中にあるものは貸していただけるということなので、全く死

んでしまった本ではないんですね。一応確認はしたんですが、全部の…今、７

万3,000冊でしたかね、今。その中で本当に何も動きがない、誰にも借りられ

たことがない、そういったものは100とかそんな程度だというようなことを聞

いたので、非常に選書も多分いい選書の仕方をされたんだなというのがわかる

し、それから、比較的町は小さい規模なのに検索機能は早く備えて、今、ホー

ムページからも検索ができるようになっているので、そういったその利便性が

非常にあって、探したい本が決まっている人はそれを探し当てて、書庫にある

ので貸してくださいと言えるという状態で、決してその７万3,000冊のうち書

庫に入ったものが全然死蔵になっているという話ではない。なので、これは先

ほど協議会をつくって何とか検討していきたいと、そのために蔵書をこのまま

維持するかどうかも検討していきたいというふうなことがありましたが、これ

は極力やはり一括してごそっと捨てるようなことになってはならないと私は思
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っています。 

 町立図書館という規模として検索してみたんですが、もちろんまだ全国の町

村には図書館がないという地域もあって、そういったものは除いて、図書館が

ある町村での平均を調べると８万何千冊なんですね、蔵書が。なので、町の、

この町の７万3,000は決して多過ぎる規模ではないということはわかります。

なので、それでもやはりね、捨てるルールというのはつくらなくてはいけなく

て、その辺ははっきりしなければいけないんですが、それでもやたらめったら

捨てようというような結果にならないように、それは私は強く要望しますので。 

 その書庫が中途半端なままずっときてしまったということで、このリノベー

ションというのが非常に危機感もあったんですが、議論のいい機会ではないか

と私は捉えております。この際にもっと広く、町民にも広く議論をね、してい

ただきたい。それは35年前の経過をいろいろちょっと人から聞いたり、その当

時にいた方から聞いたりしたところ、やはり文化センター、そして公民館とい

う、そういうものをつくる。補助金もそういうところで出たので、図書館法の

図書館ではなく、公民館の中の図書館ということになったというふうに聞きま

した。じゃあ、どんな図書館にするとか議論がありましたかというのをちょっ

と聞いてみましたが、やはりそんな議論はなく、すんなりと開館したと。開館

した当時のことは、私もまだ若かったけれども、非常に誇らしい気持ちがあっ

たのを覚えています。この郡で初めての大ホールで、図書館もとてもきれいな

図書館でと、非常によかったなという思いがあるんですが、やはりそこには全

然議論はなくて、どんな図書館にしようかとか、どんなふうな運営をしていこ

うかとか、ほとんどないまま、そのまま受け入れてきたという、そういうこと

があると。なので、この機会に書庫のことを含め、その図書館のあり方をもっ

とこの協議会の中で検討するようなお考えがありますでしょうか。 

教 育 課 長                  議員さんの御提案のとおり、それぞれの町でそれぞれの図書館というのがご 

ざいます。こういった中で松田町においても単に図書を購入したり、廃棄する

ことではなく、いろんなイベントをやったりしたりして人を呼び込んだり、ま

たは交流の場にしたいということとか、または図書館を郷土愛、愛してもらい

たいというようなことで、いろんな事業を進めてまいりました。図書館をどう



 10 

していくか、または蔵書数をどうするかというのも、先ほども申しましたとお

り、これを機会にいい機会でございますので、協議会の中で図書館のあり方、

蔵書数のあり方、こういったものを協議してまいりたいと考えております。 

１ 番 平  野  ありがとうございます。この蔵書だけとかそういうことでなくて、あり方と 

いうことで、それから運営の仕方ということで、ぜひこの協議会で取り上げて

いってほしいと思います。 

 先ほどの（１）番のお答えの中で、図書館法の図書館に格上げするにはいろ

いろ条件面そろわないと、まだ難しいところはありますよという話でした。サ

ービス面、それから職員が不足するというような具体的な理由が挙げられてい

ましたけれども、私が自分で調べたところで、図書館法にするためにすごく必

要だというふうなことがはっきり明記されていたのが、図書館長ということと、

それからあと図書館の運営協議会とか運営委員会とか、何かそういう運営する

ための何か、グループというのか組織、そういうものが必要ということが書か

れていたんですね。残念ながら、先ほどのお答えの中では図書館法の図書館に

は今すぐ格上げするようなお考えがなさそうな感じに受け取れたんですけれど

も、今すぐ格上げできなくても、今のその運営のあり方のところに通じますが、

やはり今見ていると本当にこちょこちょとした、何ていうかスタッフと職員と

で、何かもう本当に苦労しながらやっている印象が非常にあって、やはりそれ

は運営のための委員会、その図書館法とか関係なく、やはり支えるような組織

が、町民も含めた組織がやっぱり必要なのではないかと思っているんですが、

前回の質問でも、私、図書館のことを聞いたときに、松田の図書館は協力団体

が１しかないというデータも県で調べてあったので、協力団体が１しかないと

いうのは本当に寂しい、心細い状況なんですね、図書館にとって。そういった

面も含め、支えるための組織、協力団体、そういったものをつくったり、ある

いは協力団体になりそうな人を育成したり、何かそういうお考えはありません

か。 

教 育 課 長                  御提案ありがとうございます。確かに今、支える団体というのは１団体しか 

ございません。そのほかに読み聞かせサークルとかそういったものはございま

して、そういった方は図書館での読み聞かせ、乳幼児向けとか大人向け、こう
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いったものを月何回かやっております。先ほど図書館法の図書館においては協

議会ということはありましたが、松田町そういった町民を含めた協議会という

のはございません。その中で、先ほどから何度も申しましたが、図書館のあり

方、蔵書のあり方、運営の仕方、こういったことを考える時期にありましたの

で、これを機会にですね、ちょっと運営の仕方についてもさまざまな町民の意

見を聞いた中で考えていきたいと思っております。 

１ 番 平  野  そうなんですね、協力団体が１つというのは私も見当がついているお話サー 

クルのことだと思います。そしてほかにも読み聞かせがあるとおっしゃったん

ですが、やはりね、読み聞かせにすごくね、とらわれているというところがあ

りまして、いろいろこの近隣の図書館なんかを見ていても、実は協力している

のは読み聞かせだけではないんですね。館内飾りつけに手伝っているところも

あれば、本の修理までやっているボランティア団体もあります。それから、イ

ベントの手伝いなんかに入るボランティア団体もあります。いろいろな協力の

形が考えられると思います。これは図書館での、何ていうか、住民との協働と

いう大きなテーマになっていくと思うんですが、やはり協働というのは今回出

てきた都市マスタープランにおいても非常に大きな一つの看板になっていると

いうふうに理解しましたので、いろんな場面でその協働ということをもっと、

何ていうのかな、いろんな発想で考え直して取り入れていくべきではないかと

思うんですが、そのあたりの予定はないでしょうか。 

教 育 課 長                  御提案ありがとうございます。昨年の議会の中で学校の図書館につきまして、 

図書館のボランティアということで図書館内を整理したり、または見やすい図

書館の、学校の先生、司書がいますので、そういった意見を取り入れながら、

より子供たちに図書を読んでもらうために図書館の並べ方、そういったものを

考えたりするサポーター的なものが、全部の学校ではありませんが、おられま

す。松田町の図書館につきましても、そういった協力していただいた方などに

声をかけたり、または呼びかけたりしながら、また図書館の今まで携わったス

タッフ、そういった方にも声をかけながら、できるかどうか検討してまいるつ

もりでございます。 

１ 番 平  野  ありがとうございます。ぜひ前向きに取り組んでいただきたいと思います。 
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その際にはやはりこれからどの課の協働においても必要になってくると思うん

ですが、やはり協働を投げかけるときには前提としてやはり、何ていうのかな、

町民だっていきなり何かできませんかと言われても、え、みたいになっちゃい

ますので、やはりその前提として町民の活動がいろいろ充実している、それを

やはり促すというのがとても大事だと思うんですね。その中から、あ、これち

ょっと協働でやってもらえるんじゃないかなみたいなところが初めて出てくる

と思うので、ぜひ人材の育成という部分ですね、それは生涯教育の中でも非常

にいつも意識して町民大学とかでもやっていられると思いますが、それはきの

うの南雲議員の質問にも出ていた福祉の部分もね、そういったことを、やはり

町民にまず育成というような形で、何ていうのかな、ちょっと力をつけていた

だいて、そこからじゃあ協働に持っていくみたいな形をぜひ仕組みとしてつく

っていただけないかと思いますが、いかがでしょうか。 

教 育 課 長                  御提案ありがとうございます。ただいまの御提案なんですが、図書館の事業 

に限らず、全ての町事業とか、あとはいろんな事業につきましてそういった人

材の育成というのはなかなか難しいものはございます。生涯学習の育成という

ことで、学校において行われる学習のみならず、地域・社会で行われる学習を

含んだものが生涯学習というふうな包括的な概念がございます。図書館につき

ましてもそういった人材育成ができるかどうかというのもいろんなさまざまな

町民、先ほども申しましたが、図書館を利用している人とか、図書館を…今ま

で働いていた人とか、今働いているスタッフとか、そういった意見も聞き入れ

ながら、町としても相談しながら考えていきたいと思っております。 

１ 番 平  野  今、私が言っちゃったのが教育課だけではなかったので、教育課長がね、全 

体の、ちょっと遠慮しながら答えていただいて、町全体のこともできれば前向

きに考えていきたいというようなことで、ぜひよろしくお願いいたします。 

 ちょっとごめんなさい、また書庫の話に戻ってしまうんですけれども、蔵書

のことなんですけども、やはりちょっと処分の基準とかというのがもし決まっ

ていれば教えていただきたいんですけれども。 

教 育 課 長                  処分の基準につきましては、まず廃棄する本につきましては教育課の伺いに 

よりまして決裁後廃棄しております。基準となるものについては、基本的に本
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の劣化状況やデータが古くなった状況を見て除籍対象とします。小説類は名作

として価値があるものは保存し、ブームが去った作家の本は除籍というような

考え方をしております。廃棄の方法はリサイクル市として提供しておりまして、

廃棄本の選び方は、例えば価値がなくなったものなどで決まりをつくっており

ます。廃棄する図書は４回に分けておりまして、１回目は７月の最後の土・日。

２回目は10月の文化祭。３回目は産業まつり。４回目は３月の最後の土・日。

これは人気の高い雑誌などはこのときに出すといったルールを定めております。

その他、廊下にリサイクル棚を経常的に出しておりまして、そこに本を出して

います。１、２、３、４回、こういったリサイクル、残りの本もここに出して

配架しております。以上です。 

１ 番 平  野  ありがとうございます。年４回、それから恒常的には廊下に出ているという 

ことで、この全体に年間何冊ぐらい処分とか、そういうことはわかりますか。 

教 育 課 長                  廃棄の図書数は年間1,200から1,500ということで推移しております。平成28 

年度は1,500冊を廃棄いたしました。 

１ 番 平  野  ありがとうございます。やはりね、かなり、年間1,200から1,500捨てるって 

本当に大変な作業だと思います。私、自分自身も本棚がパンク状態で困ってい

ますが、本当に本を捨てるってすごく悩ましい作業なので、スタッフは本当に

こう悩みながらやっているんだろうなと思います。これ一つ、ちょっとね、４

回に分けて出していく、そしてあとは恒常的に廊下にもリサイクル棚をつくっ

ているという、これなんですけれども、こういったことももっと大々的にお知

らせをすることでひとつ、何ていうのかな、ちょっとイベント化でもないけど、

イベント化ほど大げさではなくても、何かちょっと町民にとっては、あ、この

時期に古本が手に入るぞというような、何かそういう目安になるのではないか

なと思っているんですね。 

 実はですね、この古い本をどうやって廃棄するのかというのは全国的に図書

館がいろいろ悩んでいる、どこもやっぱり悩んでいるんですね。ひとつおもし

ろいことをやっているのが長野県の伊那市なんですけれども、ここは「ぶら・

りぶら」という事業名がついているんですが、図書館の利用カードがあるんで

すが、その利用カードに、貸すとポイントみたいな、そういうようなことがあ
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って、そして地域通貨としてそのりぶら、１りぶら、２りぶらとかね、そうい

うふうに数えるらしいんですね。この地域通貨、りぶらが10枚で除籍本と交換

したりとか、もともとただで処分しているんですが、でもちょっとそういう、

交換するというお店屋さんの感覚、それからあと町の中にこのりぶらサポータ

ーという店が幾つかあって、そこでクーポンとして使えるとか、何かいろいろ

町を巻き込んだ工夫をしているという、この伊那市の取り組みなんかも非常に

おもしろいと思うんですが、こういったことも調べるといろんな形で除籍本を

どうやって活用していくかというのは結構全国出てくるので、ぜひそういった

ところも協議会の中で検討していってもいいんですが、ぜひひとつ工夫が欲し

いところだなと思っています。 

 あと、先ほどの…今の状態でも、ちょっと、もうちょっとアピールすること

で、何か楽しいミニイベントができるんじゃないかというふうなことがありま

す。さすがにね、この1,200冊を１年間どこかにためておくというのはすごい

大変だと思うので、それを一気に放出して古本マーケットをしますよみたいな、

それができればいいけど、その除籍…とっておくことができないからこうやっ

て小出しにしているんだと思うので、せめて知らせて、もうちょっと、みんな

が楽しめるような仕掛けをつくっていくというのは必要ではないかと思うんで

すね。 

 そこの中でやはり、図書館に限らずなんですが、いいことをやっている、活

動がいいことをやっているのに発信がとても薄いというのが非常に気になって

います。特に図書館も、それから子どもの館もそうだなというところがあるん

ですが、何回も行っている人はもう本当によく行っている。だけども、一回も

行ったことがないという人が町民にもまだいると思うんですね。そういった発

信の方法というのは、例えば研修があるとか、そういうことはないんでしょう

か。 

参事兼政策推進課長  発信の方法、いわゆる一番早いのはホームページだと思うんですけども、平 

野議員以前から言われているように、イベントのカレンダーのコーナーがござ

います。これは各課で一応登録できるようにはなってございますけども、まだ

まだちょっと情報が少ないのが事実です。それと、ツイッターに関しましても、
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各課の情報を我々で拾って発信はしておるんですけども、それもなかなか、政

策推進課だけではなかなか手が届かないということもございますので、これか

らもう少しその強力な体制をもってですね、発信に努めてまいりたいというふ

うに思います。 

１ 番 平  野  今、私、本当言おうとしていることをみんな答えていただいた形です。まさ 

に紙ベースの新聞はね、昔、図書館だよりがあった気がするんですが、今余り

見なくなっちゃったんですけども、紙ベースだと本当にまた紙代がかかるとか

ね、予算が出てくる話になっちゃうんですが、インターネットを使っていただ

ければ、今のところはそんなお金も使わず発信ができる、しかも新しい情報を

すぐに更新ができるということで、ぜひもう使わない手はないなと思います。

図書館のホームページがあって、それは検索なんかが充実しているのはわかっ

ているんですが、新しいニュースは余りホームページには出てこないんですね、

図書館のホームページには。多分、ホームページ更新って意外と面倒くさいの

で、そういうせいもあるのかなって思います。それだったら、やはり課内でち

ょっと連絡を密にしていただいて、課と課でね。教育課はこんなネタがあるよ

と思ったらすぐ政策のほうに投げていただいて、ツイッターとかだったらもう

本当に毎日だって発信できますので、そういうところでもう瞬時に発信をして

いただきたいなと思います。ぜひその辺は課長同士のコミュニケーションで、

すぐにでもやっていただきたいなと思っています。図書館というのは本当に、

普通名詞ですよね、図書館って。図書館って言ったときに、それ何という人、

まずいなくて、図書館というのはもう本当に名前を聞けばどういう場所かみん

なわかっている。だから、すごくそれだけでものすごくメリットがある場所な

んですね。人が大挙して押し寄せるという場所ではないけれども、コンスタン

トに人が来る、もともとそういう場所です。ただ、さっき言ったように、来な

い人は全然来ない。なので、来てない人にどうやってアプローチをしていくか

というのが一つの課題だと思いますので、ぜひそこのところは取り組んでいた

だきたいと思います。 

 もう一つ考えていただきたいなというところがあるんですが、図書館の広域

化というところなんですが、何か広域の面で取り組んでいられることがありま
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すか、この１市５町とかで。 

教 育 課 長                  ただいまの広域利用につきましては、以前から行っています神奈川県内の相 

互利用、こういったもので図書の貸し借りをやっております。これについては

今までも十分にやっておりまして、利用を促進するよう、こういった相互利用

があるということを利用者にも伝えておるところでございます。 

１ 番 平  野  それは私も重々承知で、非常にこれも利用が意外とあるんだということを聞 

きました。そして私もう一歩進んで、この１市５町の中で利用者カードを共通

化するような取り組みというのはどうなんでしょう、何かそういう発想という

のは出てきていませんでしょうか。 

教 育 課 長                  ただいまの御提案なんですが、今のところ１市５町の利用者のカードを共通 

するという御提案…御意見は出ておりません。 

１ 番 平  野  この件についてもぜひ話し合いを始めてほしいところなんですね。というの 

は、やはり町だけで足りない、あるいは近隣もそうです。そういうところが、

例えば松田のお友達なんかでも、松田の図書館にも行くけど、大井の図書館に

も行くみたいな人が結局２枚カードを使っている。図書館のカウンターの前で、

ええと、どっちだっけみたいなことをやっているという、それが非常によく聞

く話で、本当に、せめてこの南…南はちょっとね、今、合併のことがあるので

わからないですが、せめてこの上郡エリアだけでも共通カードがつくれるとす

ごく便利ではないかなと思うんですが、その辺の、どうでしょう。 

参事兼政策推進課長  それでは私のほうから、広域の関係ですので。２市の合併の話の中で、今、 

副町長を中心に会議を持たれております。その中でいろいろな部会がございま

して、中に教育部会というのがございます。その辺で図書館の共通カードのと

いうことは提案をしていけばよろしいかと。貴重な意見ありがとうございまし

た。 

１ 番 平  野  ありがとうございます。ぜひ取り組んでいただきたいことです。それの際に、 

カードだけではなくて、もっとその図書館同士情報交換をするような場をつく

っていただきたいというのが一つありまして、この小さなエリアですので、例

えば、じゃあ、松田はちょっとスポーツ関係の図書を充実させたいなとか、山

北だったら鉄道関係をちょっとやりたいなとか、それぞれ情報交換をしていた
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だいて、何か得意分野をつくるというのがすごくいいんじゃないかと思います。

もちろん図書館として基本のものはどこもね、持っていなければいけないんで

すが、共通カードさえあればどこでも行けるというふうになれば、あ、あの本

だったらあそこに行けばあるかもというような、まさにこれって交流人口の増

加にもなりますから、この辺も、ぜひその教育部会の中で御提案いただければ

なと思っています。本当にこう言っていろいろ出てくると、実は図書館に関し

てやるべきことって本当に意外とあるんですね。図書館はさっき言ったように

人が集まるところなのでもったいない、やらなければもったいないというとこ

ろがあるので、ぜひリーダーシップをとれる、本当に館長のような存在があり、

そして運営協議会があり、できれば図書館法になってもうちょっと存在を高め

るような方向になればなと私は願っております。 

 実はですね、町全体の活性化ということで３番の話になるんですけれども、

やはりこの駅から歩ける場所に図書館、文化センターがあるってすごくメリッ

トなので、これからホールが直ったらいろんなまたイベントなどもやって、ぜ

ひその際にはここだけで単体でもうかったとか思うことではなくて、やっぱり

それが町の中につながる、いわゆるシャワー効果ということでぜひ考えていた

だきたいと思っているので、きょうはイベントがあるぞといったら、じゃあも

う飲食店には何時までは絶対あけてねとか、何かそういう一つのやりとりをし

て、そういう全体の活性化で考えてほしいと思っているんですね。 

 さらにちょっと、もうちょっと大胆なことを発想しますと、これ旧土木跡地

に図書館を移すみたいな発想が検討してもいいんではないかと。ちょっとね、

予算がないというのはわかっているんですが、先ほど新設の図書館で図書館法

にすると補助金がないこともないとおっしゃったので、何かそういった選択肢

もちょっと考えてもいいんじゃないかと。というのは、この地方創生事業はこ

れだけではなくて、駅周辺地域の構想としての県西地域活性化プロジェクト推

進事業と、それからあと女性が輝き活躍するコンパクトシティ、これにもリン

クしているんだという説明が前あったと思うんですね。なので、ぜひこのリノ

ベーションだけでこう考えるじゃなくて、町の中で考えていただきたいという

ところがあります。 
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 というのは、すごい本当に妄想の域に入っちゃうんですけれども、やっぱり

今のロケーションちょっと暗いし、奥まっているし、残念です。もし川のそば

に図書館があったらすごく広々と明るくていいなと思っているんですね。例え

ばきのう石内議員が質問の中でおっしゃっていたように、川のあたりとその福

祉センター健楽の湯との交流のところ、回遊性のところなんかでも、あそこに

図書館が出てきたらまた一つそれが刺激になるし、それから何よりも高校、中

学に近いということで、若い人を呼び込めるというのがあります。それから、

体育館が近いので、スポーツやっている人もちょっと行き帰りに図書館に行け

るんじゃないかと思うし、散歩の、犬の散歩の人が多いので、フックだけ外に、

屋外にフックだけあればちょっと犬を５分、10分つないでおいてそこで図書館

入れるというのもあると思うんですね。あと、昨今カフェ併設の図書館という

のも話題ですが、やっぱり公的団体がカフェを乗り出すのはすごいリスクがあ

るので、もしあそこでやれるなら、図書館だけはしっかりやって、あと駐車場

の部分でキッチンカーがね、入れかわり来てくれればカフェになりますので、

そういった面でもすごくいいなって思っています。あと河原が近いということ

で、例えばテントとかマットを敷いて、借りてきた本をすぐそこで広げて屋外

で読書するような楽しみもあって、そうすると、きのうも言ったとおり、富士

山が見える場所で、もう富士山が夕日に沈むまでずっと本を読んでいたみたい

な、そういうすてきなことができるというのがあります。ぜひこれはまだちょ

っと私の妄想の域と多分皆さん思っていると思うんですが、一つの選択肢とし

てちょっと…ちょっと考えるだけでもいいので、ぜひ政策、あるいは町長、何

かお答えをお願いします。すいません、最後です。 

議            長  町長でいいですか。 

町      長   残り２分なので。そういうつもりで動いているところはあります。あくまで 

構想です。ただ、これから町民の方々といろんな協議会の中でもんでいく案件

なので、行政主導の中でこういうふうなのどうですかというふうなことはなく

ですね、さまざまな選択肢の中にそういう考え方があるというのは我々のほう

でも持ってはいます。ただ、それをこれからやっぱり協議会で決めていくこと

ですし、やっていかなければいけないということもあります。そうなったとき
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に文化センターというか、今の拠点が35年、旧土木事務所の建物の老朽化等々

を考えてもあと残り…あと10年ぐらいかなというようなこともありますので、

その辺の、町が持っている、所有しているそのハード施設のあり方というのを

昨年度内で一旦一つの流れをつくっておりますけども、そういったことも考え

ながら場所の移転等も考えなければいけないかなというふうなことも考えてい

ます。 

 それに、松田町は歴史があってすばらしい、すばらしいと言っているにもか

かわらず、歴史資料館というものが全くないというふうなことでもありますし、

今、小学校の１階に押し込められているようなものもありますし。あと大名行

列さんのものも、終わったら何か倉庫に置いたままという形で、全然お披露目

もできていないというふうなこともあったりしますので、そういったことも含

めながら、総合的に文化センター、もしくは駅、旧土木事務所、駅を中心とし

た考え方を持たなければいけないということがあって、地方創生のお金をいた

だきながらですね、町の未来像を今つくっているところでありますので、今い

ただいたお話の内容も含めてですね、さまざまな選択肢は排除せず、町民の

方々と議論して方向性を決めてまいりたいというふうに思います。以上です。 

議            長  政策推進課長は補足ありますか。いいですか。 

１ 番 平  野  時間ないので。本当に今聞きたいなと思っていたことが聞けましたので、ぜ 

ひそういったところで前向きに取り組んでいただければと思います。ありがと

うございます。 

議            長  以上で受付番号第９号、平野由里子君の一般質問を終わります。 

 ここで暫時休憩いたします。休憩中に議会全員協議会を開催しますので、10

時15分までに大会議室にお集まりください。なお、本会議は午後１時から再開 

いたします。                       （９時52分） 


